
阿波の技能者「ものづくりの祭典」事業 企画提案募集要項 

  

１ 業務概要                                            

（１）業務の目的 

徳島の優れた「技能者」や「ものづくり技術」に関する展示や、「ものづくり体験」を通じ 

て、県民にものづくりの「魅力」や「楽しさ」を発信するとともに、本県の未来を支える若 

い世代の、技能者を目指す動機付けや機運醸成を図る。  

（２）業務名称  

阿波の技能者「ものづくりの祭典」事業 

（３）業務内容 

別添仕様書に記載のとおり 

（４）事業主体 

徳島県 

（５）履行期間  

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

（６）見積限度額  

計２，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額（税率１０％）を含む。）  

積算には、各種使用料を始め、必要な全ての経費を含めること。 

 

２ 業務仕様                                        

別添仕様書を参照 

 

３ 参加資格                                         

次の全ての要件を満たす者であって、委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者で 

あることを条件とする。  

（１）単独企業  

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者  

イ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者  

ウ 事業所や支店等が徳島県内に所在する企業等である者  

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法 

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年 

法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てを行っていない又は申立てがなされていな 

い者及びこれらの手続中でない者  

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定す 

る暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者で 

ないこと。  

カ 特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認 

められる者でないこと。  

キ 本プロポーザルに関して、３（２）に定める共同企業体（JV）の構成員を兼ねている者 

でないこと。  



（２）共同企業体（JV）による参加の場合  

ア 全ての構成員が、３（１）ア～キに掲げる要件を全て満たしていること。  

イ 各構成員が、本プロポーザルに関して他の共同企業体（JV）の構成員を兼ねている者で 

ないこと。 

 

４ 参加申込み及び企画提案書の提出等について                         

（１）質問の受付 

当該公募に係る質問は、質問書（様式第４号）により行うものとし、電子メール、ファク 

シミリ等により事務局まで提出し、送信後、電話にて着信の確認を行うこと。なお、口頭で 

の質問は受け付けない。また、回答は参加申込みをした全ての者に対して行う。 

質問の受付期間：令和８年６月１９日（金）から６月２６日（金）までの 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く）  

 

（２）参加申込書の提出 

本プロポーザルに参加（企画提案書を提出）する場合は、次のとおり必要書類を電子メー 

ル、ファクシミリ等により事務局まで提出し、送信後、電話にて着信の確認を行うこと。  

参加申込書（様式第１号） １部 

提出期限：令和８年７月３日（金）午後５時まで（必着）  

 

（３）企画提案書及び見積書等の提出  

次の書類等を作成し、ア～クに記載する書類等の正本１部、副本５部を持参又は郵送（書 

留で期限内必着）により事務局まで提出すること。  

ア 企画提案書（任意様式とし、記載項目は、以下のとおりとする。）  

①ものづくり体験、職業体験イベントの開催  

ア）イベント内容の企画立案   

イ）イベント開催に向けた事前準備、実施  

ウ）テクノスクール各訓練科ＰＲ展示の企画立案  

※A４サイズで２枚以内（表紙を除く）で作成すること。  

②ＰＲツールの作成  

※A４サイズで１枚以内（表紙を除く）で作成すること。  

③広報の実施  

※A４サイズで１枚以内（表紙を除く）で作成すること。  

イ 見積書（様式第２号）  

※見積りの基礎となる内容及び数量等の積算内訳を記載すること。  

ウ 業務実施体制（業務実施に当たる具体的な体制）（任意様式）  

※企業共同体（JV）にあっては、共同企業体協定書の写しを併せて提出すること。  

エ 参加団体の概要・業務実績（様式第３号）  

オ 法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）  

※個人事業主の場合は開業届のコピーを提出すること。  

カ 直近２期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれに類するもの  

（設立１年未満等で決算書がない場合は、事業計画書及び予算書）  



キ 県税及び国税に未納がない旨の証明書（原本）  

ク 参考資料（類似業務実績の写真、動画など、企画提案内容を補足する資料）  

※任意提出とする。 

提出期限：令和８年７月１５日（水）午後５時まで（必着）  

 

（４）提出先（事務局）  

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地  

徳島県経済産業部産業人材課人材育成担当  

電話：088-621-2353 ファクシミリ：088-621-2852 

電子メール：sangyoujinzai@pref.tokushima.lg.jp 

 

５ 企画提案書を特定するための評価基準等                          

（１）応募書類の評価（採点）は、提出された企画提案書について、別に設置する委託事業者選 

定委員会（以下、「選定委員会」という。）が行う。選定委員会は非公開とし、評価内容に関 

する質問や異議は受け付けない。  

（２）応募書類の評価（採点）は、企画提案書による書面審査を基本とする。選定委員会から質 

問がある場合は、回答期間を設定し、質問状を送付する。ただし、詳細な提案内容の説明等 

が必要と判断した場合は、提案者によるプレゼンテーションを求める場合がある。この場合 

の詳細は、提案者に別途通知する。  

（３）評価基準及び評価（選定）方法について 

評価基準は、１（１）に記載する業務目的を適切に把握し、目的を達成するための企画 

力、実現可能性を主に採点し、その合計点を基準に選定委員会で最優秀提案者を選定する。  

（４）評価結果 

評価結果は、企画提案書を提出した全ての者に書面で通知するとともに、最優秀提案者の 

名称を県 HP にて公表する。  

（５）評価対象からの除外  

次の要件のいずれかに該当した場合は、失格（選定対象から除外）とする。  

ア ３に記載する参加資格を満たさない者  

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

ウ ２案以上の企画提案をした場合  

エ 他の提案者と企画提案の内容又はその意思について相談を行った場合  

オ その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

（６）提案者が１者であった場合の取扱い 

提案者が１者であった場合は、その提案内容を選定委員会において評価した上で、 採否を 

決定する。 

 

 

 

 

 

 

mailto:sangyoujinzai@pref.tokushima.lg.jp


６ 参加の辞退                                       

参加申込書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、４の（３）に示す提出期限まで 

に、応募辞退届（様式第５号）を提出すること。なお、辞退の届出は持参又は郵送（書留で期 

限内必着）によること。 

 

７ 契約に関する事項                                    

（１）契約の通知について 

選定委員会が選定した最優秀提案者を契約予定者とし、徳島県経済産業部産業人材課長 

（以下、「産業人材課長」という。）から、その旨を通知した後、速やかに契約を締結する。 

なお、企画提案書はあくまでも提案者の企画力、実施能力等を判断するために提出を求め 

るものであり、委託内容・経費について再度調整を行った後に契約を締結する。ただし、契 

約条件が調整できない場合には契約しない場合がある。 

（２）契約予定者との協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すとともに、選定委員会に 

おいて次点となったものを契約予定者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約 

を締結する。  

（３）県との協議が整った場合は、契約予定者から改めて見積書を徴収し、内容を審査の上、委 

託契約を締結する。  

（４）委託契約に係る委託料は、必要な場合、前金払いを可能とする。  

（５）本業務を実施するにあたり、県は委託契約期間の間、随時、業務の進捗状況及び経費の執 

行状況について、受託者に報告を求めることができるものとし、その状況に応じて業務内容 

の見直しについて、受託者と協議できるものとする。  

（６）受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のため 

に利用しないこと。また、成果物及び業務履行過程で得られた記録を第三者に閲覧させ、複 

写又は譲渡しないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。ただ 

し、委託者の許可を得た場合はこの限りではない。  

（７）成果物及び構成素材に関わる知的財産権等の取扱い  

ア 成果物及びその構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理 

は、受託者が納品前に処理を行うこととし、その経費は委託費に含むものとする。  

イ 本委託業務において、制作された成果物及びその構成素材（制作過程で作られた素材等 

の著作権も含む。）に関する所有権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含 

む。）及びその他一切の権利は、県に帰属するものとする。なお、受託者は著作者人格権を 

行使しないものとする。  

（８）本事業の終了後、受託者から提出される実績報告書に基づき、必要に応じて調査を行い、 

支払額を確定する。支払額は、契約金額の範囲内であって、実際に支出を要したと認められ 

る費用の合計となる。このため、全ての支出にあたっては、その収支を明らかにした帳簿類 

及び領収書等の証拠書類を整備・保管すること。また、支出額及び内容について審査を行 

い、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる場合がある。  

（９）受託者が本業務を行うにあたって、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する 

法律施行条例（令和４年徳島県条例第５５号）及び個人情報の保護に関する法律施行細則 

（令和５年 徳島県規則第１３号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀 

損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 



８ その他の留意事項について                               

（１）企画提案書提出の作成・提出に要する一切の経費は、参加者の負担とする。  

（２）提出された書類については返却しない。  

（３）提出された企画提案書は、企画提案書の選定以外に提案者に無断で使用しない。  

（４）企画提案書の提出後は、原則、記載内容の変更を認めない。  

（５）本要項に関して徳島県から受領した全ての資料は、産業人材課長の了解を得ないで公表、 

又は使用してはならない。  

 

９ スケジュール                                     

募集開始 令和８年６月１９日（金） 

質問受付 令和８年６月１９日（金）～６月２６日（金） 

質問回答 令和８年６月３０日（火） 

参加申込書提出期限 令和８年７月３日（金） 

企画提案書提出期限 令和８年７月１５日（水） 

事業者選定委員会開催 令和８年７月中旬 

選定結果通知 令和８年７月下旬 

 


